
　
市
は
、
厳
し
い
経
営
状
況
が
続
く

下
水
道
事
業
に
つ
い
て
、
安
定
し
た

事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

下
水
道
使
用
料
引
き
上
げ
の
方
針
を

決
め
、
６
月
に
開
催
さ
れ
た
市
議
会

第
２
回
定
例
会
に
、
下
水
道
条
例
の

改
正
案
（
下
水
道
使
用
料
の
金
額
の

改
正
）
を
提
案
し
ま
し
た
。

　
改
正
案
は
、
提
案
通
り
議
決
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
平
成
30
年
１
月
１
日

に
、
下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
ま
す
。

　
利
用
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
平
成
30

年
か
ら
、
新
た
な
料
金
表
（
表
①
）

に
よ
り
、
使
用
料
を
お
支
払
い
い
た

だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
市
街
地
以
外
な
ど
で
実
施

し
て
い
る
『
個
別
排
水
処
理
施
設
事

業
』
（
市
が
各
世
帯
に
浄
化
槽
を
設

置
す
る
事
業
）
の
使
用
料
に
つ
い
て

も
、
下
水
道
使
用
料
の
料
金
表
を
用

い
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
同

様
の
料
金
改
定
を
行
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
平
成
29
年
12
月
31
日
以

前
か
ら
引
き
続
き
下
水
道
を
利
用
し

て
い
る
場
合
は
、
平
成
30
年
１
月
分

ま
で
は
、
平
成
29
年
に
使
用
し
た
分

を
含
む
た
め
、
現
在
の
料
金
表
で
使

用
料
を
算
定
し
ま
す
。

　
下
水
道
事
業
は
、
利
用
者
の
皆
さ

ん
の
使
用
料
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
今
回
の
改
定
に
よ
り
、
皆
さ

ん
の
負
担
は
増
え
ま
す
が
、
将
来
に

わ
た
っ
て
安
心
し
て
下
水
道
を
ご
利

用
い
た
だ
く
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

　
市
は
、
今
後
も
、
よ
り
良
い
下
水

道
事
業
の
実
施
に
努
め
て
い
き
ま
す

の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
来
月
以
降
の
広
報
の
ぼ
り
べ
つ
で

下
水
道
使
用
料
改
定
に
関
す
る
情
報

を
Ｑ
＆ア

ン
ド

Ａ
（
一
問
一
答
）
で
掲
載
す

る
ほ
か
、
９
月
以
降
に
は
住
民
説
明

会
な
ど
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

▼
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下
水
道
使
用
料
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引
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下
水
道
使
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改
定
し
ま
す
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表①　現在の下水道使用料の料金表と改定後の料金表（税抜き）
区　　　分 水道の使用量 金額

（単価）

➡
区　　　分 水道の使用量 金額

（単価）

一般用

基本料金 － 1,320円

一般用

基本料金 － 1,520円

超過料金
（１㎥当たり）

８㎥を超え、
20㎥以下の水量 170円

超過料金
（１㎥当たり）

８㎥を超え、
50㎥以下の水量 195円20㎥を超え、

50㎥以下の水量 175円

50㎥を超える水
量 180円 50㎥を超える水

量 208円

公　衆
浴場用

基本料金 － 2,500円 公　衆
浴場用

基本料金 － 2,500円
超過料金

（１㎥当たり）
100㎥を超える
水量 25円 超過料金

（１㎥当たり）
100㎥を超える
水量 25円

表②　下水道使用料の改定による１カ月当たりの影響額
水道使用量 現在の使用料 改定後の使用料 影響額（値上げ額）
８㎥ 1,425円 1,641円 216円
10㎥ 1,792円 2,062円 270円
15㎥ 2,710円 3,115円 405円
20㎥ 3,628円 4,168円 540円
30㎥ 5,518円 6,274円 756円
40㎥ 7,408円 8,380円 972円
50㎥ 9,298円 10,486円 1,188円

※金額は全て税込みの額です。

※�下水道使用料は、１カ月の水道使用量に基づき算定され、使用量が８㎥以下の場合は基本料金のみを、
８㎥を超える場合は基本料金に加えて超過分の料金（超過料金）をお支払いいただきます。

◎例　１カ月55㎥の水道を使用した場合の下水道使用料（改定後）
　　　◦基本使用料 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1,520円
　　　◦超過料金（８㎥を超え、50㎥以下の水量） �����������������������������  （50－８）㎥×195円＝8,190円
　　　◦超過料金（50㎥を超える水量） �����������������������������������������������  （55－50）㎥×208円＝1,040円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　○１カ月の下水道使用料 �������������������������������������� （1,520＋8,190＋1,040）円×1.08＝11,610円

　市ホームページでは、水道使用量１㎥
ごとの下水道使用料や改定による影響額
を掲載しています。
　また、使用料改定までの経緯、改定に
関する説明会の資料や概要なども掲載し
ていますので、詳しくは
市ホームページ（http:/�
/www.city.noboribetsu.
lg.jp/docs/2017062900�
078/、右の二次元バー
コード）をご覧ください。
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13 下水道使用料を改定します


